
大和市物品取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する 

平成２８年３月３１日 

                     大和市長 大 木  哲   

 

大和市規則第２６号 

大和市物品取扱規則の一部を改正する規則 

大和市物品取扱規則（昭和４１年大和市規則第３４号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「農業委員会事務局長」を「農業委員会事務局次長」に改める。 

第２４条中「図書館長」を「図書・学び交流課長」に改める。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、公布の日か

ら施行する。 

 

 

 


